
⼯事現場に掲げる標識類について(1/4)

建設業の許可票

※標識⼨法は縦25cm以上、横35cm以上とする）　　　　　　　　　　　　　

労災保険関係成⽴票

公益財団法⼈ 横浜市建築保全公社　とします。

　　労災保険代理⼈選任届により、事業主の代理として
労災保険の⼿続きをしている⽅がいる場合は記載。
いなければ空⽩斜線。（現場代理⼈名ではない）

依頼者 横浜市教育委員会事務局 （※注１）
 学校⼯事　＝　横浜市教育委員会事務局

 　　施設⼯事　＝　横浜市〇〇局など（監督員と相談）

建設業法 第 40 条

※標識⼨法は縦25cm以上、横35cm以上とする） 労働者災害補償保険法施⾏規則 第 49 条
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施⾏規則 第 77 条

　元請会社のものを掲⽰する（下請会社は掲⽰不要）

　「専任の有無」欄の「有」「無」表記は誤り。

　（電気⼯事の場合、請負⾦額4,000万円以上は専任）

建設業法施⾏規則 第 25 条

※標識⼨法規定なし　縦25cm以上、横35cm以上が望ましい

発注者
工事監理

公益財団法人 横浜市建築保全公社 （※注２）  （※注２）

請負人
株式会社　○○電設
現場代理人　○○　○○
連絡先　０００－００００－００００

公益財団法⼈ 横浜市建築保全公社　とします。

　必ず「専任」「⾮専任」での表記とします。

記載⽅法は原則として横浜市財政局公共施設・事業調整室の「⼯事現場に掲げる標識類について 令和５年３⽉版」に準ずる

工事名 ○○学校屋内運動場照明改修工事

工事期間 令和○年○月○日　～　令和○年○月○日

　■各標識は公衆の⾒やすい場所に設置する。（施設管理者に設置場所の許可を得る。）
　■できるだけ掲⽰板（ベニヤ等）に貼付して⼀括管理する。また、⾶散防⽌に努め、荒天時には⼀時取り外し処置を⾏う。

工事場所 ○○区○○町○丁目○○番地  （※注１）

公益財団法人横浜市建築保全公社公益財団法人横浜市建築保全公社

掲⽰根拠︓

掲⽰根拠︓



⼯事現場に掲げる標識類について(2/4)

登録電気⼯事業者登録票

事前調査の結果（⽯綿）

建築物等の解体等の作業に関するお知らせに係る掲⽰（⽯綿対象⼯事の場合）

電気⼯事業法25条

建築⼯事、機械設備⼯事、昇降機設備⼯事等に伴う
電気設備⼯事においても掲⽰します。

※標識⼨法は縦29.7cm以上、横42cm以上とする ⼤気汚染防⽌法 新規則第16条の９、第16条の10

登録電気工事業者登録票

※標識⼨法は縦29.7cm以上、横42cm以上とする ⼤気汚染防⽌法施⾏規則第16 条の４第２項
横浜市⽣活環境の保全等に関する条例第90 条

代 表 者 の 氏 名

営 業 所 の 名 称

電 気 工 事 の
 種 類

主任電気工事士等
の氏名

　　　事前調査の結果により、当該⼯事が
　　　「⽯綿有」または「有とみなす」の場合、掲⽰が必要。

　　　※左の看板はレベル３相当の書式⾒本参考。

　　　事前調査の結果、⽯綿「無」の場合も掲⽰が必要。
　　　※「あり・なし・みなし」の旧書式は廃⽌します。

記載⽅法は原則として横浜市財政局公共施設・事業調整室の「⼯事現場に掲げる標識類について 令和５年３⽉版」に準ずる

登 録 番 号 神奈川県知事登録　第〇〇〇〇〇〇〇〇号

登 録 の 年 月 日 令和　　年　　月　　日

氏 名 又 は 名 称

縦40cm以上、横35cm以上が望ましい

公益財団法人横浜市建築保全公社

掲⽰根拠︓

掲⽰根拠︓

掲⽰根拠︓



⼯事現場に掲げる標識類について(3/4)

施⼯体系図

建設業退職⾦共済（建退共）制度適⽤事業主の現場標識

再下請負通知書を元請負⼈に提出すべき旨の掲⽰

建設業法 第 24 条の 8 第４項
公共⼯事の⼊札及び契約の適正化の促進に関する法律 第 15 条

　　　　　　２．警備会社は記載が必要です。
　　　　　　１．産廃処分会社は記載不要です。

　　　　　　３．使⽤しない欄は斜線とします。

記載⽅法は原則として横浜市財政局公共施設・事業調整室の「⼯事現場に掲げる標識類について 令和５年３⽉版」に準ずる

　　　　　　各社の⼯期欄は下請契約期間を記載します。

建設業法施⾏規則第 14 条の３※標識⼨法規定なし　⽂字判別が容易な程度とする

　　　　　※電⼦申請の場合ピンク⾊のもの↓

　　　　　　下請契約がある場合に掲⽰します。

　　　　　　建退協に加⼊している場合、掲⽰します。

建退共制度改善⽅策について（平成 11 年３⽉ 18 ⽇労働省、建設省、建退共本部）
公共⼯事の⼊札及び適正化を図るための措置に関する指針 第２措置５(４)ハ

※標識⼨法規定なし　縦25cm以上、横35cm以上が望ましい

　　　　　⼤（ A3 判）・⼩（ A4 判）のシールいずれか

公益財団法人横浜市建築保全公社

掲⽰根拠︓

掲⽰根拠︓

掲⽰根拠︓



⼯事現場に掲げる標識類について(4/4)

再⽣資源利⽤（促進）計画書の掲⽰（対象⼯事の場合）

建設業に属する事業を⾏う者の再⽣資源の利⽤に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第８条第４項

建設業に属する事業を⾏う者の指定副産物に係る再⽣資源の利⽤の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第７条第４項

（コブリス（COBIRS））により

記載⽅法は原則として横浜市財政局公共施設・事業調整室の「⼯事現場に掲げる標識類について 令和５年３⽉版」に準ずる

建設副産物情報交換システム

現場掲⽰様式を印刷してください

公益財団法人横浜市建築保全公社

掲⽰根拠︓


